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   平成３０年度府中市一般会計予算 
 

平成３０年度府中市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９５，５９０，０００千円と 
定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 
  算」による。 
（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を 
  負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担 
  行為」による。 
（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 
  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」 
  による。 
（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 
  高額は４，０００，０００千円と定める。 
（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 
  費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く｡） 
  に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各 
  項の間の流用 
(2) 民生費のうち各項に計上した扶助費に係る予算額に過不足を生じた場合に 
  おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

   
  平成３０年 ２ 月１９日提出 
 
                      府中市長 高 野 律 雄 











千円

平成30年度から

平成31年度まで 486,000 

平成30年度から

平成31年度まで 57,160 

平成30年度から

平成32年度まで 121,570 

平成30年度から

平成32年度まで

平成30年度から

平成31年度まで 2,142 

平成30年度から

平成31年度まで 14,882 

平成30年度から

平成31年度まで 6,535 

平成30年度から

平成31年度まで 73,440 

平成30年度から

平成31年度まで 114,448 

平成30年度から

平成31年度まで 442,450 

平成30年度から

平成36年度まで

平成30年度から

平成31年度まで 132 

平成30年度から

平成31年度まで 5,099 

平成30年度から

平成35年度まで

平成30年度から

平成31年度まで 278,300 

平成30年度から
平成31年度まで

    1 5 9 , 8 0 0千円に税制
    度の変更による増減
    額を加算した額

    1 8 4 , 5 3 1千円に税制
    度の変更による増減
    額を加算した額

    2 5 0 , 0 0 0千円に税制
    度の変更による増減
    額を加算した額

平成30年度から
平成36年度まで

    15,500千円に税制度
　　の変更による増減額
　　を加算した額

武蔵国府跡（国司館地区）管理運営事
業

公有財産活用整備事業

桜まつり運営事業

小学校校舎等整備事業

一般健康診査事業

小学校校舎施設管理事業

府中の森芸術劇場整備事業

選挙事務運営事業

学童クラブ管理事業

旧グリーンプラザ等解体事業

住吉保育所新築事業

保育所整備事業

    1 9 4 , 4 1 4千円に税制
    度の変更による増減
    額を加算した額

庁舎新築事業

道路等包括管理事業

市税賦課事業

窓口センター運営事業

第２表　債務負担行為

限  度  額事　　　　　　　　　　　項  期　　　間

人事事務管理事業



千円 5.0％以内

旧グリーンプラザ 証書借入及
等解体事業 び証券発行

公有財産活用整備
事業

住吉保育所新築事
業
災害援護資金貸付
事業

郷土の森博物館整
備事業

保育所整備事業 103,000 同　　上 同　　　上 同　　　上

同　　上 同　　　上 同　　　上

計 1,098,400 

226,000 同　　上 同　　　上 同　　　上

消防施設整備事業 49,500 

道路整備事業 45,000 同　　上 同　　　上 同　　　上

都市計画事業 123,000 同　　上 同　　　上 同　　　上

232,000 同　　上 同　　　上 同　　　上

7,000 同　　上 同　　　上 同　　　上

据置期間を含む25
年以内とする。た
だし、市財政の都
合により据置期間
及び償還期限を短
縮し、若しくは繰
上償還又は低利に
借り換えることが
できる。

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合、利率の
見直しを行った後
においては、当該
見直し後の利率）

243,000 

69,900 同　　上 同　　　上 同　　　上

                     第３表　地   方   債

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法


